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�愛媛県告示第２９２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり内山衛生事務組合の規約の変更を許可した。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法律第５３号）が平

成１８年６月７日に公布され、一部の規定を除き平成１９年４月１日

から施行されることに伴い、所要の変更を行う。

２ 規約変更年月日

平成１９年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１９年２月１９日

�愛媛県告示第２９３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり大洲・喜多衛生事務組合の規約の変更を許可した。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法律第５３号）が平

成１８年６月７日に公布され、一部の規定を除き平成１９年４月１日

から施行されることに伴い、所要の変更を行う。

２ 規約変更年月日

平成１９年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１９年２月１９日

�������
�愛媛県告示第２９４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり松山広域福祉施設事務組合の規約の変更を許可し

た。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法律第５３号）が平

成１８年６月７日に公布され、一部の規定を除き平成１９年４月１日

から施行されることに伴い、所要の変更を行う。

２ 規約変更年月日

平成１９年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１９年２月１６日

�������
�愛媛県告示第２９５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

� 目 次 �
告 示

○ 一部事務組合の規約の変更許可（３件）………………………………２００

○ 医療機関の指定……………………………………………………………２００

○ 指定医療機関の名称の変更………………………………………………２００

○ 指定医療機関の所在地の変更……………………………………………２０１

○ 指定医療機関の廃止の届出………………………………………………２０１

○ 介護機関（居宅介護事業者）の指定……………………………………２０１

○ 介護機関（居宅介護支援事業者）の指定………………………………２０１

○ 介護機関（介護予防事業者）の指定……………………………………２０２

○ 介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）の指定………………２０２

○ 介護員養成研修事業者の指定……………………………………………２０２

○ 新たな土地改良事業の施行の認可（３件）……………………………２０３

○ 新たな土地改良事業の施行の認可の関係書類の縦覧（２件）………２０３

○ 土地改良区清算人の就職の届出…………………………………………２０３

○ 肥料登録有効期間の更新…………………………………………………２０３

○ 解除予定保安林にする旨の通知（２件）………………………………２０３

○ 建設業者の営業の停止命令………………………………………………２０４

○ 建設業者の許可の取消し…………………………………………………２０４

○ 土地収用法に基づく事業の認定…………………………………………２０５

○ 道路の区域変更（県道新居浜別子山線）………………………………２０６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………２０６

○ 道路の供用開始（県道壬生川新居浜野田線）…………………………２０６

○ 道路の区域変更（県道壬生川新居浜野田線）…………………………２０６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………２０７

○ 都市計画事業の認可………………………………………………………２０７

○ 都市計画事業の事業計画の変更認可……………………………………２０７

公 告

○ 平成１９年度教育情報通信ネットワークシステム運用管理・保守業

務の委託……………………………………………………………………２０７

告 示

発 行 愛 媛 県

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

眼科うちこＣＬ
ＩＮＩＣ 大 下 祐 次 喜多郡内子町内子３８０番

地
平成１９年
２月１日

小川クリニック 医療法人
小川クリニック

宇和島市丸之内一丁目１
番１１号

平成１９年
１月１日

木花歯科医院 木 花 圭 四国中央市三島中央四丁
目９－７

平成１９年
１月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１８３９号 平成１９年２月２７日

平成１９年２月２７日火曜日 第１８３９号

愛 媛 県 報

２００
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�愛媛県告示第２９８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関の所在地名が、次のように変更された。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３００号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

山内病院 松風病院 医療法人誓生会 四国中央市土居町入野９７０番
地 平成１９年１月１日

医 療 機 関 の 名 称
開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称

所 在 地 名
変 更 年 月 日

旧 新

松風病院 医療法人誓生会 四国中央市入野９８１ 四国中央市入野９７０番地 平成１９年１月１日

小川クリニック 小 川 泰 之 宇和島市丸之内一丁目１
番１１号

平成１９年
１月１日

宇都宮内科医院 宇都宮 網 夫 八幡浜市１１２４ 平成１８年
９月２０日

平 田 薬 局 宮 崎 昭二郎 八幡浜市天神通り１４６０－
１６５

平成１８年
８月１２日

藤田歯科医院 藤 田 恭 三 西条市大町８２１－１ 平成１８年
１２月８日

木花歯科医院 木 花 興 亜 四国中央市三島中央四丁
目９番７号

平成１９年
１月１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

阿部歯科医院 阿 部 精 藏 今治市黄金町二丁目３－
２３

平成１８年
１０月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人八幡浜市社会福
祉協議会 八幡浜市松柏乙１１０１番地 湯島の里介護事業所 八幡浜市五反田１番耕地８０６

番地 平成１９年２月１日

有限会社光タクシー 新居浜市喜光地町二丁目２番
２２号 光介護サービス 新居浜市喜光地町１丁目６番

３５号 平成１９年２月１日

有限会社芳光 新居浜市北新町１２番５１号 ヘルパーステーション芳光 新居浜市北新町１２番５１号 平成１９年２月２日

愛 媛 県 報平成１９年２月２７日 第１８３９号

２０１
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�愛媛県告示第３０３号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成１９年２月２７日

�愛媛県告示第３０１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）を次のように指定

した。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社芳光 新居浜市北新町１２番５１号 居宅介護支援事業所芳光 新居浜市北新町１２番５１号 平成１９年２月２日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ケア・サポート太陽 南宇和郡愛南町御荘平城１６２５
－１

ケア・サポート太陽指定訪問
介護事業所

南宇和郡愛南町御荘平城１６２５
－１ 平成１８年１２月１２日

有限会社別当 宇和島市別当五丁目３番２号 有限会社別当ヘルパーこでま
り 宇和島市別当五丁目３番２号 平成１８年１２月１日

株式会社トーカイ 香川県高松市鶴市町２０２５番地
３

株式会社トーカイ新居浜営業
所 新居浜市上泉町１１－４０ 平成１９年１月２９日

株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁目１０番
１号

株式会社コムスンにいはまケ
アセンター 新居浜市宮西町４－４ 平成１９年１月２９日

社会福祉法人三恵会 新居浜市西の土居町２丁目８
番１２号

老人保健施設リハビリステー
ション三恵荘 新居浜市萩生河ノ北６７番６０ 平成１９年１月２９日

社会福祉法人はぴねす福祉会 新居浜市若水町一丁目９番１３
号

老人保健施設はぴねすケアセ
ンター 新居浜市泉宮町５番１９号 平成１９年１月３１日

株式会社新風会 大洲市徳森１４７７番地１ グループホーム昴星 西予市城川町下相６９３番地 平成１９年１月２４日

株式会社新風会 大洲市徳森１４７７番地１ グループホーム蒼月 西予市宇和町岡山５４５番地 平成１９年１月２４日

社会福祉法人八幡浜市社会福
祉協議会 八幡浜市松柏乙１１０１番地 湯島の里介護事業所 八幡浜市五反田１番耕地８０６

番地 平成１９年２月１日

医療法人社団みのり会 西予市三瓶町朝立２－１－７ グループホームまほろば 西予市三瓶町朝立２番耕地１
番地７ 平成１９年２月１日

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社トーカイ 香川県高松市鶴市町２０２５番地
３

株式会社トーカイ新居浜営業
所 新居浜市上泉町１１－４０ 平成１９年１月２９日

愛 媛 県 報平成１９年２月２７日 第１８３９号

２０２



愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第３０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市牛渕上井手土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・太郎丸地区）の

施行を平成１９年２月１４日認可した。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市北野田土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・大地地区）の施行を

平成１９年２月１４日認可した。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市西岡土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・池ノ下地区）の施行を平

成１９年２月１４日認可した。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３０７号
西条市北条土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（農業用用排水施設整備事業・北条地区）の施行は、適当と認めら

れるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・北条地区）

計画書の写し

� 西条市北条土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１９年２月２６日から３月２６日まで

３ 縦覧場所

西条市役所東予総合支所

�������
�愛媛県告示第３０８号
西条市北条土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（農業用道路整備事業・北条地区）の施行は、適当と認められるの

で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準

用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧

に供する。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（農業用道路整備事業・北条地区）計画書

の写し

� 西条市北条土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１９年２月２６日から３月２６日まで

３ 縦覧場所

西条市役所東予総合支所

�������
�愛媛県告示第３０９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６８条第２項において準用

する同法第１８条第１６項の規定により、清算法人南宇和郡内海村家串

土地改良区から次のとおり清算人が就職した旨の届出があった。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３１０号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３１１号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

四国中央市新宮町馬立乙５５７の１０から乙５５７の１２まで

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第３１２号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１９年２月２７日

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

株式会社ビーイング 愛媛県松山市祝谷三丁
目１番７号

訪問介護に
関する２級
課程

平成１８年
１２月１２日

氏 名 住 所

家 藤 正 洋 南宇和郡愛南町家串１２５８番地

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２２
年２月
１９日

愛媛県
第１２５５
号

混合有
機質肥
料

粒状混
合有機
質肥料
１号

窒素全
量６．０
りん酸
全量
５．０

公定規
格のと
おり

有限会社上田産
業
愛媛県八幡浜市
八代６６４番地４

愛 媛 県 報平成１９年２月２７日 第１８３９号

２０３
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市城川町野井川１１４１の２、１１４２の２、１１４６の３、１１４７の２

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第３１３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定に基づき、次のとおり建設業者の営業の停止を命じた。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年 月 日

商 号 又
は 名 称 代表者氏名 主 た る 営 業 所

の 所 在 地
営業の停
止を命じ
た年月日

営業停止を命じ
た建設業の種類

営業の停止を
命じた期間

営 業 の 停 止 を 命 ず る
原 因 と な っ た 事 実

（般－１７）
第１３０８２号

平成１７年
６月２６日

高月水道
工業所

高月 完夫 松山市東長戸１－
１０－４１

平成１９年
２月１９日

管工事業 平成１９年２月２７
日から平成１９年
３月１日
（３日間）

八幡浜市内で平成１８年８月か
ら９月にかけて施工した民間住
宅の給水装置工事において、八
幡浜市水道事業給水条例に違反
し、指定給水装置工事事業者の
指定、給水装置新設の申込み及
び設計審査の手続きを怠り工事
を施工した。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１４）第１５０３号 平成１４年
９月２６日 �南條組 南條 定信 今治市菊間町佐方２０５５ 平成１９年

１月４日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業
管工事業
ほ装工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１５）第１５３１４号 平成１５年
５月２３日 �公心堂 城戸公三郎 伊予市米湊６００－１ 平成１９年

１月１０日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１７）第５２９０号 平成１７年
６月１７日 ヤマキ建設� 阿部 憲 西宇和郡伊方町川之浜１０

５５
平成１９年
１月１１日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１８）第９１３４号 平成１８年
７月５日 竹内建設 竹内 勉 今治市朝倉上甲２４０２－２ 平成１９年

１月１２日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１６）第１５７２４号 平成１７年
３月２９日 日信建設� 戒 益司 今治市菊間町浜１４５２－２ 平成１９年

１月１５日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（特－１５）第１３６２４号 平成１５年
９月３０日 �ケイ・アール総合企画 田中 典 松山市堀江町甲３３９－２ 平成１９年

１月１９日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（特－１４）第１１８８号 平成１４年
８月８日 福森工業� 大鍋 直幸 喜多郡内子町本川２９８５ 平成１９年

１月２２日

建築工事業
大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第９８８３号 平成１７年
８月４日 日野土建� 日野 渉 西条市氷見乙１３９５ 平成１９年

１月２２日

土木工事業
とび・土工工事業
管工事業
ほ装工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１３）第１１４０５号 平成１４年
１月２８日 �瀬戸ポンプ 江口 英子 四国中央市土居町津根３２

９６－１
平成１９年
１月２４日 土木工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１６）第１４２３１号 平成１６年
４月２６日 矢野土木緑化 矢野 幸博 今治市吉海町幸新田５６ 平成１９年

１月２４日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第２１５２号 平成１８年
２月２２日 �大池工務店 池本一喜代 越智郡上島町生名４９０ 平成１９年

１月２５日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１６）第２７７７号 平成１７年
２月８日 �ダイテック 加藤 昭夫 松山市来住町９８４－２５ 平成１９年

１月２６日 板金工事業 建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成１９年２月２７日 第１８３９号

２０４
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�愛媛県告示第３１５号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づき事業

の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称

松山市

２ 事業の種類

（仮称）松山南学校給食共同調理場整備事業

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県松山市井門町地内

� 使用の部分

なし

４ 事業の認定をした理由

申請に係る事業は、以下のとおり、土地収用法第２０条各号の要

件をすべて充足すると判断されるため、事業の認定をしたもので

ある。

� 土地収用法第２０条第１号の要件への適合性について

申請に係る事業は、愛媛県松山市井門町地内を起業地とする

「（仮称）松山南学校給食共同調理場整備事業」（以下「本件

事業」という。）である。

本件事業は、松山市が設置する学校給食共同調理場に関する

事業であることから、土地収用法第３条第３１号に掲げる「国又

は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他

直接その事務又は事業の用に供する施設」に関する事業に該当

する。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第１号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第２号の要件への適合性について

本件事業は、松山市議会において松山市一般会計予算の議決

を受け施行するものであることから、松山市は、本件事業を施

行する権能を有するものと認められる。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第２号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第３号の要件への適合性について

ア 事業の施行により得られる公共の利益

松山市では、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）に基づ

き、児童、生徒の心身の健全な発達と食生活の改善を図るた

め、共同方式及び自校方式の調理場３２施設において完全学校

給食を実施している。学校給食の施設整備については、食中

毒の防止に万全を期するため、衛生管理に配慮することが必

要とされているが、石井、久米、余土及びたちばな共同調理

場は、衛生設備の改善がなされておらず、施設の老朽化が目

立ち始めている。また、平成１７年から、国土交通省、愛媛県

及び松山市が合併施行している松山外環状道路の整備に伴い、

余土共同調理場が買収対象となり、移転をする必要が生じて

いる。

このような中、本件事業は、余土共同調理場の移転計画を

機に、特に老朽化の著しい石井共同調理場を統廃合し、また、

久米及びたちばな共同調理場の受配校の一部を吸収すること

により両共同調理場の負担を軽減し延命化を図るため、（仮

称）松山南学校給食共同調理場を新設しようとするものであ

る。

本件事業の施行により、ドライシステムの導入など施設の

改善が図られ、食中毒の防止を始めとする衛生管理の徹底、

さらには学校給食業務の合理化に資するものと認められる。

また、本件事業の施行による生活環境等に及ぼす影響につ

いては、本件事業が環境影響評価法（平成９年法律第８１号）

等による環境影響評価の対象となるような、大規模で環境影

響の程度が著しくなるおそれのある事業ではなく、その運営

によって、周辺環境への影響は軽微であると認められる。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、

相当程度存在するものと認められる。

イ 事業の施行により失われる利益

本件事業地内には、起業者が保護のため特別の措置を講ず

べき動植物、文化財等は見受けられない。

したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微で

あると認められる。

ウ 代替案の検討

本件事業に係る起業地の選定に当たっては、自然的条件、

社会的条件及び経済的条件による３案の比較検討を行い、総

合的に最も優れた案を採用しているものと認められる。

エ 比較衡量

アで述べた得られる公共の利益とイで述べた失われる利益

を比較衡量した結果、本件事業の施行により得られる公共の

利益が失われる利益に優越すると認められるとともに、ウで

述べたように、本件事業の事業計画は他の代替案と比較して

最も合理的であると認められる。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第３号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第４号の要件への適合性について

ア 事業を早期に施行する必要性

（般－１４）第１１８００号 平成１４年
１２月１９日 嶋岡建設 嶋岡 孝子 松山市古川西２－１３－１８ 平成１９年

１月２６日 建築工事業 建設業の廃止
（事業継承）

（特－１４）第２１９８号 平成１４年
９月１日 �井川建設 井川 潤 今治市近見町３－４－４３ 平成１９年

１月２９日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１４）第１１１６号 平成１４年
７月２５日 �登技建 藤村 愼智 伊予市下吾川５３８ 平成１９年

１月３１日
土木工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般・特－１４）第１６４３号 平成１４年
１０月５日 �喬保産業 久保 秀志 四国中央市川之江町余木

７
平成１９年
１月３１日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業
管工事業
ほ装工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１９年２月２７日 第１８３９号

２０５
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松山外環状道路整備事業の円滑な推進を図るため、当該事

業で支障となる余土共同調理場の移転先を早急に確保する必

要があると認められるとともに、学校給食業務の運営の合理

化を図るため、早期に（仮称）松山南学校給食共同調理場を

整備する必要があると認められる。

したがって、本件事業を早期に施行する必要性は高いもの

と認められる。

イ 起業地の範囲の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の目的を達成す

るために必要な範囲であると認められる。また、収用の範囲

は、すべて本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめら

れていることから、合理的であると認められる。

以上により、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があ

ると認められるため、土地収用法第２０条第４号の要件を充足す

ると判断される。

� 結論

以上のとおり、本件事業は、土地収用法第２０条各号の要件を

すべて充足すると判断される。

５ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

松山市役所

�愛媛県告示第３１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線 新居浜市立川町６４５番２０

旧 ５．４～１５．０ ０．０６８

新 １１．６～２５．０ ０．０６８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線 新居浜市立川町６４５番２０ 平成１９年２月２７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川新居浜野田線
西条市小松町新屋敷字三ノ坪甲１０５２番１地先から

同市小松町新屋敷字白坪甲１０３２番４まで

平成１９年３月１日

１２：００

愛 媛 県 報平成１９年２月２７日 第１８３９号

２０６
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�愛媛県告示第３２１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第２項の規定による

都市計画事業の施行について、次のとおり公告する。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画事業の種類及び名称

東予広域都市計画道路事業

３・４・４西町中村線

２ 施行者の名称

愛媛県

３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

新居浜市本郷一丁目地内

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第３２２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、今治広域都市計画公園事業５・５・５今治西部丘陵公園（今治

市施行）の事業計画の変更を次のように認可した。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

平成１２年１１月２１日から

平成２３年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更無し

� 使用の部分

なし

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

平成１９年度教育情報通信ネットワークシステム運用管理・保

守業務（４月－９月分）

� 委託業務名及び数量

教育情報通信ネットワークシステム運用管理・保守業務 一

式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで

� 委託業務の履行場所

知事が指定する場所

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１８年度及

び平成１９年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格

を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度のネットワークシステム運用管理・保守業

務の実績を有し、委託業務について、適切かつ迅速に履行し得

�愛媛県告示第３２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年２月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 壬生川新居浜野田線
新居浜市平形町甲８１５番１２２地先から

同市東雲町一丁目乙２８８番３地先まで

旧 ２０．０～２２．８
１２．０～２５．４

０．３５０
０．３６０

新 ２０．０～２２．８ ０．３５０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川新居浜野田線
新居浜市平形町甲８１５番１地先から

同市東雲町一丁目乙２８８番１地先まで

平成１９年２月２８日

１４：００

愛 媛 県 報平成１９年２月２７日 第１８３９号

２０７



る体制が整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県教育委員会事務局教育総務課総務係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２９２１

� 入札書の受領期限

平成１９年３月２７日（火）午前１０時

� 入札説明書の交付方法

平成１９年２月２７日（火）から３月２６日（月）までの執務時間

中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分ま

でをいう。以下同じ。）に�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１９年３月２７日（火）午前１０時

愛媛県庁第一別館９階会議室１

� 入札書の提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に

関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一

般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業

者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に

準ずるもの。以下「郵便等」という。）により提出すること。

電送による提出は、認めない。

� 郵便等による入札の取扱い

郵便等による入札の場合は、入札書は、平成１９年３月２６日（月）

午後５時１５分までに、�に掲げる場所に必着のこと。
４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格

審査申請書（以下「申請書」という。）を知事に提出し、入札

参加資格の確認を受けること。申請書は、持参して提出するこ

ととし、郵便等又は電送によるものは、受け付けない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 申請書の受付期間

平成１９年２月２７日（火）から３月１３日（火）までの執務時

間中

イ 受付場所

３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛

媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落

札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

平成１９年２月２７日 発行

愛 媛 県 報平成１９年２月２７日 第１８３９号

２０８


